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4.3 ラトビア 

4.3.1 概要 

ラトビア共和国（以下、「ラトビア」

と略。）は、バルト海南岸で同国、エス

トニア及びリトアニアが称されるバル

ト三か国の中央の位置にある。バルト

海が内陸部を大きく削り込んだような

形のリガ湾は、中世から北部ヨーロッ

パ航路の要衝であり、ラトビアの首都

リガはバルト海沿岸の貿易を掌握して

いたハンザ同盟の拠点でもある。 

ラトビアはエストニア、リトアニア、

ロシア及びベラルーシと内陸で接し、

フィンランド及びスウェーデンとはバ

ルト海を隔てた隣国である。 

ラトビアは 13 世紀初頭にドイツ騎

士団が進出して領有し、その後 1583 年

からリトアニア及びポーランドによる

領有、1929 年からはスウェーデン及び

リトアニアによる領有、1721 年からロ

シアとポーランドによる領有を経て、

1795 年からは全土がロシア領となった。

その後、1918 年に独立を宣言し、1920

年にはロシア社会主義連邦と平和条約 

を締結するが、1940年には再びソビエト連邦に併合されている。 

ラトビアがソビエト連邦から独立するのは、ラトビアが 1990 年に独立回復宣言をし、翌

1991年に国会が共和国の地位に関する基本法を採択した後、ソビエト連邦においてもバルト

三共和国（エストニア共和国、ラトビア共和国及びリトアニア共和国）の国家独立を決定してか

らである。 

ラトビアは、1991年に独立した後、2004 年に NATO 及び EU 加盟、2014 年にユーロを導

入、そして 2016 年には OECD に加盟している。 

 

  

 

図 4.3.1 ラトビア共和国位置図 
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１）森林 

ラトビアの国土面積は６万 4,600 ㎢で、近畿地方と中

国地方を併せた面積（６万 1,973 ㎢）よりもやや広い面積

である。ラトビアの最高標高は、国の東部中央の

Gaizņkains 山の 311ｍで、国土はおしなべて平坦で多くの

湖沼が点在し、降雨量が多いときには冠水する「ウェット

ランド(Wet Land)」が広く南部内陸部まで展開する。「ウ

ェットランドにはスプルースを、乾いた土地にはパイン

を植えよ」というのがラトビアの人工造林の基本といわ

れている。 

ラトビア中央統計局が 2018 年に発表した統計によれば、国土の内の 46％は森林（304 万

ha）、24％は農地（235 万 ha）で占められている（表 4.3.1）。 

所有形態別森林面積は、私有林が 50％、国有林が 49％、地方自治体有林が１％である1。 

 

 

 

 

 

 

森林局では、私有林を「Agricultural Land（農用地）」と称

している。これは、昔から森林であったのは現在の国有林で

あり、私有林は農地が用途転換したものという意味である。

ラトビアではソビエト連邦に併合されていた時代に農業放

棄地が多く発生し、休耕地の多くに植林がなされた。ソビエ

ト連邦からの独立以降もラトビアの森林面積は拡大を続け、

農務省の統計によれば、森林面積は 2000年の 268万 8,000ha

から 2016 年には 326 万 4,000ha に 21％も拡大し、森林蓄積

量はこの期間に５億 4,600 万㎥から６億 7,700 万㎥に 24％

の増加を示している。現在も旺盛な木材需要を背景に林地拡

大が進行し、拡大造林面積は 2015 年が 3,400ha、2016 年は

4,000haであった。 

私有林所有者数は 13 万 3,000 人であり、私有林の 92％は 20ha 未満の林地で、平均所有

規模は 11ha である。私有林は、小規模分散的所有構造である2。 

なお、ラトビア国有林センターによれば、国有林面積は 1923 年から横ばいである。 

 

                                                   
1 Zaļās mājas, "Latvian Forest Sector, in Facts & Figures 2018 ", 2018． 
2 U.S.D.A.,”Gain Report, Latvia”, Dec. 12, 2016, p 3．  

 

 

 

 

 

 

表 4.3.1 利用形態別土地面積 

表 4.3.2 森林面積及び森林蓄積量 

表 4.3.3 拡大造林面積 
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2015 年以降の造林面積拡大の要因について米国農務省海外農業局の報告書には、2014 年

下半期にラトビアの農業部門が暖冬により穀物の記録的な収穫量を記録した一方でロシアの

食料輸入制限に直面したため広範な設備投資が行われたこと、2011 年から 2014 年までの間

に、経済危機により大幅に落ち込んだ建設部門が比較的早く回復したこと、これら二つの動

きが木材加工部門の成長を間接的に助長したと記されている3。 

ラトビアの主要樹種は、マツ、スプルース及びカバである。2016 年のラトビアの樹種別森

林面積は、マツが 34％、スプルースが 18％、カバは 30％となっている。ただし所有形態別

樹種別森林面積では、私有林で広葉樹の割合が高く、国有林では針葉樹の割合が高くなって

いる。マツとスプルースを合わせた森林面積の割合は、国全体では 52％であるが、私有林で

は 35％に過ぎない一方で、国有林は 69％に達している。 

 

２）木材伐採量 

2000年以降、ラトビアでは経済危機の影響を

受けた 2000 年代後半の時期を除けば、1,000 万

㎥を上回る伐採が行われてきた。2016 年の丸太

生産量は 1,056万㎥で森林所有形態別生産量は、

国公有林が 511 万㎥、私有林が 545 万㎥であっ

た。木材生産量に占める国公有林材の割合は、

2000 年代前半は三分の一程度であったが、2012

                                                   
3 USDA Foreign Agricultural Service, “Gain Report”, 12/12/2016, p 2． 

 

 

図 4.3.2 所有形態別樹種別森林面積割合（%）（2016 年） 

表 4.3.4 森林所有形態別丸太生産量 



99 
 

年以降は半分を若干下回る水準で推移している。 

 

３）製造業 

ラトビアの製造業は拡大基調

にあり、その販売額は 2010 年以

降右上がりを続け、2016年の製造

業の製品販売額は前年比 5.6％上

昇した。製造業の中でも林業・木

材加工業（家具製造を含む）は、

重要な産業の一つである。2016年

の製造業の部門別販売額シェア

は、木材・木材製品製造部門が

28％と最も大きなシェアを占め

ている。 

林業・木材加工業の生産額は、

2016年の GDP の 5.2％を占め、 

同年の木材製品輸出額は 20 億ユーロとラトビアの総輸出額の 20％を占めている4。さらに、

ラトビアの木材産業は、欧州の中で最も高い投資率を達成しているといわれている5。木材

加工業は加工工場の周辺部における最も重要な雇用先であり、地域経済と住民を支えている。 

  

                                                   
4 Zalās mājas, “Katvian Forest Sector in Facts & Figures 2018”, p 2, 2018． 
5 USDA Foreign Agricultural Service, “Gain Report”, 12/12/2016, p 9． 

 

図 4.3.3 製造業の部門別販売額シェア（2016 年） 
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4.3.2 木材需給 

ラトビアの木材産業は、輸出志向型

である。2017年の木材・木材製品（H.S.44

類）の輸出額は 18 億 7,971 万ユーロで、

それに対し輸入額は４億 5,757万ユーロ

と輸出額の四分の一でしかない。同年の

輸出超過額 14 億 2,214 万ユーロは、ラ

トビア中央統計局が発表している 1991

年のソ連からの独立後の統計数値であ

る 1993年以降、最高の額となった。輸出

超過額は「リーマンショック」により経

済が停滞した 2008 年及び 2009 年の二カ

年を除けば、1993 以降増加を続けており、

ラトビアの木材産業の活況の一端が統

計に現れているといえる。 

ラトビアの木材産業は、生産する製品

のさらなる高付加価値化をはかってい

る。ここ数年は、欧州で盛んになってい

る環境対応に適応した「グリーンプロダ

クツ」として、木造住宅が脚光を浴び需

要が拡大している。 

ラトビアでは製材品以外に集成材や CLT を使った木造住宅コンポーネント、木造ビルデ

ィングの構造部材を製品化し、周辺国を中心とした欧州の他、一部は韓国や東南アジアに輸

出している。欧州では木造住宅コンポーネントの需要が特に拡大しているものの供給力が不

足しているため、ラトビアの木造住宅コンポーネント製造メーカーは繁忙を究めている。ラ

トビア木造建築組合6は、木造住宅コンポーネントの供給が不足している状態はしばらく続

くと予測している。 

 

１）木材供給 

 2016 年のラトビアの丸太生産量は、1,056 万㎥であった（表 4.3.4）。丸太生産量は 2000

年以降、概ね 1,000万㎥を上回る水準で推移している。丸太生産量は 2010 年に 2000 年以降

のピークとなる 1,290 万㎥を記録するが、その後緩やかに減少している。 

 ラトビア及び隣国のエストニアでは、老齢過熟林分の増加が持続可能性を阻害する要因と

して注目されてきた。ラトビアでは 2016 年の森林面積の 19％にあたる 60 万 2,000haの森林

は、すでに伐期齢を過ぎた 101 年生以上の林分である。森林面積に占める伐期齢以上の林分

                                                   
6 Latvian Wood Construction Cluster． 

 

 

表 4.3.5 木材・木材製品（HS.44 類）の貿易額

林所有形態別丸太生産量 
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の割合は、1988 年の 10％から拡大して推移している。このようにラトビア国産材の供給力に

は余力があるので、経済的インセンティブが働けば生産量が増加する可能性がある。 

ラトビアでは木材の売買

を立木販売により行う場合

が多い。伐採は、大型の林業

機械を保有している素材生

産業者が作業請負または立

木販売のいずれかの契約に

より行っている。森林面積の

半数を占める国有林でも伐 

採及び山土場までの丸太搬出は、国有林の管理運営を行っている国有林センターが素材生産

業者に作業を請け負わせて行う。さらに、国有林と加工工場との丸太売買契約は、契約期間

は通常半年、場合によっては一年である。丸太の売買契約では売買する丸太の量を決め、価

格については樹種別径級別品質別に山土場渡し、ラトビア国有林センターの貯木場渡しまた

は工場着渡しのいずれかの条件で四半期単位で取り決めている。ラトビア国有林センターは、

伐採する前に林班別の伐採計画を作成する。伐採計画では、樹種別径級別品質別の伐採量を

積算するとともに、複数の加工工場と締結している丸太の売買契約の販売実績を考慮しなが

ら生産する丸太を販売先別に割振る。私有林における木材販売は、山林所有者が素材生産業

者または加工工場と立木売買契約を締結し、伐採と山土場までの丸太搬出を素材生産業者に

請け負わせる方法で行うのが一般的である。 

国有林、私有林とも山土場から加工工場までの丸太輸送は、一般的に加工工場または素材

生産業者が調達した車輛により行っている。製材工場の丸太集荷圏は、工場から概ね 100km

の範囲といわれ、国境付近の工場では隣国からの丸太集荷が日常的に行われている。 

 ラトビアは、木材製品の生産に係わる統計を製品の販売量または販売額として発表してい

る。2017年の輸出製品を含む販売量または販売額は、製材品が 363 万 4,000 ㎥、繊維板を除

く木質ボード及び集成材は 143 万 2,000ｔ、ペレットやブリケットその他の木質形成燃料は

157 万 2,000ｔ、主にエストニアで合板に加工するカバの単板は５万 4,000ｔであった。木質

燃料は、工場廃材の他に林地残材も原料としており伐採時に発生する枝、伐採後の整地作業

で生ずる樹木の根も売買の対象となる。林地残材は燃料原料として重量あたりのカロリー量

を単位として取引がなされる。伐採地の道路脇には、林地残材の単価を上げるために山積み

した林地残材の上に防水シートをかけて乾燥させている風景が頻繁にみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.3.6 林齢別森林面積 

表 4.3.7 木材製品販売の推移 
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表 4.3.5 に示したように、木材・木材製品の輸入額は輸出額の四分の一に過ぎない。しか

し、輸入額は 2010 年以降増加傾向にあり、2017 年の輸入額４億 5,757万ユーロは、2010年

の輸入額１億 3,397万ユーロと比較すると 3.4 倍に増加している。 

2017 年の輸入量は、丸太が 119 万㎥、製材品は 96 万 2,000 ㎥、切削板が 13 万㎥、合板

が 11 万 7,000 ㎥などとなっている。輸入している丸太と製材品の樹種別内訳は、丸太につ

いては針葉樹が 90 万㎥、広葉樹は 29 万㎥で、製材品については針葉樹が 93 万 4,000 ㎥、広

葉樹が２万8,000㎥で、丸太、製材品ともに針葉樹を中心に輸入している（表4.3.8､表4.3.9）。 

ラトビアは木質燃料の導入を積極的に行っており、2015年以降は、ペレットの輸入量が増

加し、2017 年も９万 1,000ｔを輸入している。 

さらに、前述のようにラトビアの木材産業は木造住宅コンポーネントの輸出を強化してい

る最中であるが、その一方で木造プレハブ建築物の輸入も増加している。2017 年の木造住宅

コンポーネントの輸入額は 2,977 万 6,000 ユーロで、2010 年の輸入額 1,491 万 5,000 ユーロ

から倍増した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木材・木材製品の輸入は、近隣国を主な相手国として行っている。丸太の輸入相手国は隣

国のリトアニアとエストニア、製材品の輸入相手国は針葉樹が隣国のベラルーシとロシア、

合板はロシアが主要相手国である（表 4.3.9）。 

 

 

 

  

 

表 4.3.8 木材・木材製品輸入状況 
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２）木材加工 

 ラトビアの木材加工企業は、建具、CLT、木造住宅コンポーネントを製造している企業で

あっても、自社で丸太を原料として製品を製造している場合が多い。たとえば、木造住宅コ

ンポーネント製造企業の場合、丸太調達、製材、人工乾燥、ラミナ生産、縦継ぎ集成材生産、

CLT 製造、住宅コンポーネント部材加工、出荷梱包までを、ドアや窓枠のような建具であっ

ても丸太調達、製材、人工乾燥、部材加工、塗装、仕上げ、出荷梱包までの全ての工程を一

つの工場で行っている。もちろん、他社が生産した人工乾燥製材を購入して原料として製品

加工を行っている工場も存在する。関係者の説明によれば、他社製品を原料として使用する

と原料コストが増加して価格競争力が低下するため、ラトビアの木材加工企業は、丸太を調

達して製品加工を行う工場が多いという。 

 ラトビアにどれだけの木材加工業者が存在するのかについては、ラトビア中央統計局の統

計では木材加工業を製造業の中に含めて発表しているので把握できない。 

 木材加工企業数を把握するために唯一参考となる資料は、2015 年にラトビア投資開発庁

が作成した 2014 年現在の木材業者の名簿7である。同名簿は、丸太から最終製品までを一貫

して生産する工場が多いため、企業別に行っている業務や加工内容を一覧表で示す作りにな

                                                   
7 Latvijas Investiciju un attibas aģentüra, “Forest Industry in LATVIA“, 2015． 

 

表 4.3.9 相手国別輸入量（2017 年） 
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っている。この名簿の内容を集計し、表 4.3.10 として掲載するが、発表から年月が経って

いるので参考としてご覧いただきたい。 

なお、この名簿に記載されている林業及び木材加工企業数は 160 件であるが、一つの企業

が区分した業態または業務を複数実施しているので、業態別業務別件数の合計は業態別件数

の数値と、業態別件数の合計は総企業数と一致しない。 

日本がラトビアから輸入し

ている木材・木材製品（H.S.44 類）

の輸入額の 95％は製材品であ

り、その内の 99％はマツ並びに

スプルース及びファーの製材品

である。表 4.3.10 では、ラトビ

アで一般製材を行っている企業

は 43 件、人工乾燥材を生産して

いる企業は 33件であった。さら

に製材以外の業態では、山林８

件、素材生産及び丸太輸送 14 件、

木質ボード製造 33 件、建築部材

加工 36件、梱包材製造 20件、

住宅コンポーネント製造 47 件、

木造建築物建築 29 件となって

いる。 

前述のように、ラトビアの林

産業は国外市場を重視している。

このため国外の顧客からの要望

に応えられるように、森林所有

者は森林認証を取得し、林産企

業は森林認証の CoC 認証取得

に積極的である。特に輸出を行

っている林産企業は、FSC と

PEFC 両方の認証を取得してい

る場合が多い。 

 

３）木材需要 

統計から算出できる丸太と製材品の名目消費量及び輸出割合を表 4.3.11 に示した。 

丸太の名目消費量は 2016 年が 922 万㎥で、増加傾向にある。丸太の輸出割合は国内の加

工需要があるため 2016 年においても 24％と小さく、2013年以降は四分の一から３割の間で

推移している。 

  

 

 

表 4.3.10 林業・木材加工業者数（2013 年） 
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製材品の名目消費量は2017年が

160 万 6,000 ㎥、2016 年は 141 万

2,000 ㎥であり、2013 年以降増加

傾向にある。製材品の輸出割合は

丸太と対象的で、2017 年が 66％、

2016年は 70％であった。製材品の

輸出割合は、製材品が集成材、CLT

その他の製材品の代替品または製

材品を原材料として製造する付加 

価値製品の開発と需要の拡大にともない、将来的にはさらに低下する可能性がある。 

木材・木材製品の輸出は、額ベースでは 2009 年以降、増加を続けている（表 4.3.5）。輸出

量も中長期的には拡大傾向にあるが、2017 年は輸出量が若干減少している品目がある。 

2017 年の品目別輸入量は、丸太 259 万 5,000 ㎥、製材品 312 万 1,000 ㎥、切削板 105 万

4,000 ㎥、チップ 150 万ｔ、ペレット 158 万 7,000ｔなどとなっている（表 4.3.12）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木材・木材製品の 2017 年の相手国別輸出量については、丸太についてはスウェーデンが多

く、丸太輸出量に占めるスウェーデンのシェアは、針葉樹、広葉樹ともに 47％である（表

4.3.13）。ラトビアではカバ丸太の中国向け輸出量が増加しており、2017 年の中国向け広葉樹

丸太輸出量は 29 万 1,000 ㎥と広葉樹丸太輸出量の 18％を占めるまでに拡大してきている。

ラトビアは良質のカバ合板産地であり、関係者には中国への輸出がさらに増加して、カバ丸

太の価格上昇や原料不足が生じるのではないかという懸念が生まれている。 

製材品の主要輸出相手国は英国で、製材品輸出量に占める英国のシェアは、針葉樹で 35％、

 

 

表 4.3.11 丸太、製材品の名目消費量と輸出割合 

表 4.3.12 木材・木材製品の輸出状況 
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広葉樹では 20％である。針葉樹製材品は、韓国が第３位の輸出相手国であるように欧州の他、

アジア等広範囲に輸出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、2017 年に日本がラトビアから輸入した木材、木材製品（貿易品目第 44類）の輸入額

は 38 億 8,700万円で、品目別輸入額割合は H.S.4407 の製材品が 95％、合板２％、その他３％

であった。同年のラトビアからの製材品輸入額の内、46％はマツの製材品、54％はスプルー

スの製材品であった。 

  

 

表 4.3.13 相手国伐輸出量（2017 年） 
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4.3.3 主要林業法令と関係省庁 

１）主要林業法令の概要 

 ラトビアの主要林業法令は、森林法を核として次の図に示した法令により構成している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）森林法（Meža likums） 

ラトビアの森林法は、経済、生態系及び社会の持続可能な運営の促進、森林利用、平等

な権利、所有権の不可侵、経済活動の独立性の確保及び全ての森林所有者に対する平等な

義務の設定並びに国有林の運営及び収容条件の制定を目的としている8。 

森林法は、国民の森林立入権、伐採、非木質森林価値の利用、森林再生材料、森林の再

生及び植林、森林保護、森林及び森林経営計画の情報、森林における自然保護、公園、森林

開発、国の森林管理、科学研究林並びに森林管理及び利用関連規則違反に係る対応を定め

ている。 

森林法では森林を「主に樹木により構成され、現在または将来の樹高が少なくとも５ｍ

そして樹冠率が 20％以上に達しているまたは達する可能性がある生態系をいう」と定義し、

森林法の適用範囲を次のように定めている9。 

 

                                                   
8 森林法第２条第１項。 
9 森林法第 3 条第 1 項。 

 

図 4.3.4 主な森林関係法令 
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 農務省の不動産登記情報システムに森林として登記された土地。 

 農務省の不動産登記情報システムに森林以外の利用区分で登記された土地の内、地表

が立木に覆われ面積が 0.5ha 以上、かつ、５ｍ以上の平均樹高がある立木地。 

 森林内の草地及び空き地、林業基盤施設及びスワンプ。 

 

なお、森林法では次の土地を森林とみなさないと規定している。 

 道路、鉄道、ガスパイプライン、石油パイプライン、水路及び墓地に占有されている土

地並びに幅 20ｍ未満の人の手があまり加えられていない樹木または天然の樹木に覆わ

れた土地、果樹園、公園及び苗圃。 

 面積が 0.5ha に満たない立木地。 

 

 森林法の要点は、次のとおりである。 

 

① 国民の森林立入権 

ラトビアでは、法令による制限が伴わず、特殊な目的の植林がなく、かつ、狩猟のた

めの動物を維持するための森林地域及び取水口周辺の立入禁止地域でなければ、国有林

または地方自治体有林での滞在及び自由な行動を行う権利が認められている10。ただし、

民有林においては森林所有者が、地方自治体林においては地方自治体が、国民の森林で

の滞在または行動を制限することがある11。 

さらに、森林に立ち入る国民には次の義務が課されている。 

 森林火災防止規則の遵守。 

 土壌及び林業基盤への損害防止。 

 廃棄物による森林汚染の禁止。 

 休憩施設の利用に係る要件の遵守。 

 鳥の巣及び蟻塚の破壊禁止。 

 動植物への危害防止。 

 私有林所有者及び地方自治体の立入禁止制限の遵守。 

 

② 伐採 

森林法では、森林の伐採は主伐、保育伐、改善伐、衛生伐、山林開拓、景観整備伐、そ

の他の伐採とし、これは国の承認事項であると定めている12。 

さらに、森林以外の土地における立木の伐採も許可制であり、森林外の伐採規則の規定

に基づいて市町村が発行する森林外伐採許可書により行われている。ただし、前述のよう

に、次の立木地での伐採は森林局が管轄しているため、伐採を計画している土地所有者は、

森林局に伐採証明書（伐採許可書）を申請できる。 

・森林局が人工林として登録した立木地 

                                                   
10 森林法第 5 条第 1 項。 
11 森林法第 5 条第 2 項・第 3 項。 
12 森林法第 7 条。 
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・所有者が、森林局に再生林、植林及び人工林規則の規定に定める人工林の基準を満

たしている立木地を人工林として登録するよう申請し、同局がこれを承認した立木

地 

森林法は、伐採方法別に伐採の主な承認要件を次のように定めている。森林局は、森林

所有者から伐採証明書の申請または伐採承認申請がなされたときは、森林関連法令が定め

るこの他の要件である不動産登記内容、森林資源調査結果、経済活動報告内容、森林モニ

タリング調査の結果を総合的に評価し、伐採証明書の発行または伐採の承認を決定する。 

 

Ａ．主伐 

主伐は、立木が表 4.3.14 に

掲げる樹種別伐期齢に達した

ときまたは主伐できる大きさ

に生長したときに13、特別保護

林においては林区別、その他

の森林においては林班別に申

請と承認がなされる。ただし、

伐採できる大きさの立木であ

っても、特別保護樹木及び特 

別自然保護区で保護されている立木の伐採は禁止されている14。さらに、森林法では、

天然林及び皆伐禁止林を定め、森林局は伐採証明書の申請があった森林が該当する区分

に応じて、伐採の方法、強度その他の要件を定めて伐採証明書を発行している。 

なお、森林法は、病虫害、その他の損傷を受けた樹木の除去を目的に間伐または整理

伐をする前に、林分の胸高断面積が損傷した樹木の除去により最小胸高断面積を下回る

と予想されるときは、森林局の衛生的判断を受けて主伐により立木を伐採できると定め

ている15。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13 森林法第 9 条第 1 項。 
14 森林法第 12 条第 5 項。 
15 森林法第 11 条。 

 

 

表 4.3.15 主伐に係る天然林区分及び皆伐禁止林区分 

 

 

表 4.3.14 樹種別伐期齢 
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Ｂ．間伐、保育伐 

間伐は立木地における胸高断面積が最小胸高断面積を超えている場所で、保育伐は施

業の結果、立木地の胸高断面積が最小胸高断面積を下回るものについて森林局が承認す

る16。 

 なお、森林法では、伐採証明書は不要であるが、森林局の承認が必要な伐採及び伐採証

明書を発行しない事案を次表のように定めている。伐採証明書を発行しない事案とは、伐

採証明書の申請があってもこれを承認しない事案という意味である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 非木質森林価値の利用 

森林法では非木質森林価値とは、森林内におけるリクレーション、環境配慮資産及び生

態学的資産と定義しており17、ラトビアでは森林所有者が制限をしていない限り、野イチ

ゴ、果実類、木の実、キノコ及び薬用植物を個人の裁量により採取できる18。ただし、狩

猟については、主要種及び生息域保護に係る法令によりその利用を定めている19。 

 

④ 森林再生材料20 

森林再生材料とは、再造林用に使用する樹木の種また苗をいい、森林法は登録した基本

材料からのみ再生材料を集められると規定し、森林局が森林再生材料の産地の登録を維持

している21。 

 

⑤ 再造林及び植林 

伐採後の再造林は、森林所有者の義務である。森林法は、森林所有者は、立木地の胸高

断面積が不足しているとき、保育、伐採、その他の要因により影響があったときは、森林

を復旧しなければならないと定めている22。 

 

                                                   
16 森林法第 10 条。 
17 森林法第 15 条。 
18 森林法第 16 条第 1 項。 
19 森林法第 16 条第 2 項。 
20 Forest reproductive material 
21 森林法第 17 条－第 19 条。 
22 森林法第 21 条。 

 

表 4.3.16 伐採証明書が不要な伐採及び伐採証明書を発行しない事案 
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⑥ 森林保護 

森林法では内閣は、森林保護規則の規定に基づき、森林火災、急速な森林病害虫被害及

び災害の拡大がみられるとき並びに森林の衛生状態を制御する必要があるときに警報及

び制限を発し、森林を保護すると定めている23。 

 

⑦ 森林及び森林経営計画の情報 

森林法は、森林所有者に対して、認証されたアセスメント委託機関による森林資源調査

を 20 年に一回行い正確な情報を森林局に提出すること、実施した林業活動を経済活動報

告書にとりまとめて毎年森林局に情報を提供することを定め、森林局に対しては、これら

の報告により取得した森林資源調査データを森林局の資源データとして正確に反映する

ことを定めている24。 

森林法では、森林所有面積の合計が１万 ha 以上の森林所有者に森林経営計画を 10 年

に一回策定することを義務づけられており、森林所有者が同計画を策定するに当たっては、

次の事項を重視するよう定めている25。 

 

 持続性を維持した最大限の資源利用。 

 森林経営、ラトビア共和国国家計画及び地方自治体の地域開発計画が規定する範囲の

森林の経済的利用及び生態系または社会的要求の優先対象の決定。 

 森林の生産性並びに価値の維持及び改善。 

 法令の要求事項。 

 

さらに森林法は、国有林の森林経営計画については森林局長が承認し、関係機関または

経営委員会が承認したものによって実行し、計画実行の最大限の円滑化と木材資源の持続

的利用を確実にすること、地域の林業活動の焦点及び場所、持続的森林経営のための指標

の遵守並びに森林経営計画の公共部門への確実な組み入れを提供するよう定めている26。 

 

⑧ 公園及び森林公園 

森林法は森林公園について、森林内リクレーション、スポーツ及び催し物のための場を

提供し、森林の生態系保護並びに美観、地域の景観及び伝統的文化の質を損なわないよう

設定すること、地方自治体長により土地所有者との合意、公園設立のための規則の作成及

びその規則の施行を行うこと、森林所有者は森林公園設立による林業活動の制限に伴う損

害賠償請求権をもつこと、森林公園内での伐採、森林再生材料の生産、再造林及び飼育を

禁ずることを定めている27。 

 

                                                   
23 森林法第 26 条－第 28 条。 
24 森林法第 29 条。 
25 森林法第 31 条。 
26 森林法第 31-1 条。 
27 森林法第 38-1 条－第 38-4 条。 
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⑨ 森林開発 

森林法が対象としている森林開発とは、次の行為のための国による森林の接収であり、

同法はこれらの活動に係る伐採により損害を被る個人には国が賠償責任を負うこと、この

賠償金は国の基本予算である森林開発基金で賄うことを定めている28。 

 

 建設。 

 鉱物資源採取。 

 農地開発。 

 特別保護生物棲息地域の復旧。 

 国有地の保護及び立入禁止規制の実施。 

 国の危機回避のための陸軍の設備及び確保地設置。 

 

⑩ 国の森林管理 

森林法は国による森林管理に係る規定として、主に次の事項を定めている。 

Ａ．担当機関 

森林部門の公共管理は、次の表に掲げた機関が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．森林開発基金 

森林開発基金は融資事業及び林業支援、森林開発、調査事業並びに森林所有者の教育

及び訓練のために設立し、内閣が運用手続きを決定する29。 

 

Ｃ．証明書手数料 

森林の公共管理のために国が手数料を徴収する証明書は、植物防疫鑑定証明書、非生

産立木地承認鑑定書、森林再生材料原産地証明書及び森林再生材料のための輸入許可証明

書とし、内閣が手数料の額を決定する30。 

 

                                                   
28 森林法第 41 条・第 42 条。 
29 森林法第 43 条第３項。 
30 森林法第 43－1 条。 

 

表 4.3.17 森林部門の公共管理を担当する機関 
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Ｄ．国有林 

森林法は、国有林に関して、主に次の事項を規定している31。 

a. 国有林は、国の名義で土地登記簿に登記すること。 

b. 国有林については次の場合を除き、譲渡または民営化及び永続的利用を認めない

こと。 

 地方自治体の自主的な役割である道路を建設するとき。 

 墓地を建設または拡張するとき。 

 公園の建設及び拡張をするとき。 

 国有林地が工業団地、経済特区その他の目的により必要なとき。 

c. 内閣は、ラトビアにおけるバランスがとれた政策作成を促進し、森林部門の政策

を実行するために森林諮問審査会を設立すること。 

 

⑪ 科学研究林 

森林法では、訓練の支援及び森林教育現場での継続的な教育とともに長期的な科学研

究の構築及び環境及び森林のモニタリング施設として運営されている科学研究林の設立、

運営に係る事項を規定している32。 

 

⑫ 森林管理及び森林利用関連規則違反に係る対応。 

罰則を規定している33。 

 

（２）立木及び丸太の取引記録に係る法律（Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos） 

立木34及び丸太35の取引記録に係る法律は、立木と丸太の全ての流通段階に統一的な会計処

理を導入し、公正な競争及び的確な徴税の促進を目的に36制定された。 

この法律の適用範囲は、立木もしくは丸太を保有または丸太の貯木及び加工を行う個人及

び法人である。これらの個人及び法人は、この法律が規定する会計処理手順に従って記録を

保存するとともに、丸太を個人消費するときはこの法律が規定する個人用丸太の会計手順に

従って記録を作成し、森林局に報告しなければならない37。 

立木及び丸太の取引記録に係る法律は、総則、立木と丸太の材積38決定、取引における立

木及び丸太の計測処理手順、個人用丸太の計測手順及び犯罪、損害、監督及び管理に係る責

任を規定している。同法が規定する内容として列記した各事項の要点は、次のとおりである。 

 

                                                   
31 森林法第 44 条及び第 45-1 条。 
32 森林法第 46 条-第 49 条。 
33 森林法第 50 条。 
34 この法律では立木を「伐採証明書により伐採の対象となっている樹木」と定義している。 
35 この法律では丸太を「材長 1m 以上、直径 3cm 以上の樹幹の樹皮の有無を問わない未処理のもの」と定義している。 
36 立木及び丸太の取引記録に係る法律第２条。 
37 立木及び丸太の取引記録に係る法律第３条。 
38 この法律では材積を「㎥で表記した材積」と定義している。 
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①立木及び丸太の材積決定 

立木材積は、森林局のデータベースに登録しているデータまたは許容誤差が最大 10％

の測定精度を保証する方法を使用して決定し39、丸太材積は、ラトビア国内規格による

測定により決定する40と定めている。 

 

②取引における立木及び丸太の計測処理手順 

決定した丸太材積は取引文書に反映させ、山土場41または貯木場42での売買において

は、丸太の産地及びトラッキングが可能な計測処理がなされなければならない。ただし、

伐採証明書に記載されている材積と丸太の材積が異なるときは、伐採現場で得られた材

積を丸太材積として採用する。森林所有者は販売した立木または丸太の材積その他の情

報を経済活動報告に記載し、森林法の規定により森林局に提出しなければならない43。 

 

③個人用丸太の計測処理手順 

森林所有者が個人消費のために入手した丸太の材積、樹種、使用目的及び伐採地の所

在地は記録が義務づけられている。森林所有者はこの記録を経済活動報告に記載し、森

林法の規定により森林局に提出しなければならない44。 

 

④犯罪、損害、監督及び管理に係る責任 

森林局と歳入庁は、法律が規定する手続きの遵守を監督し、立木及び丸太の管理を確

実に行うことを規定する45とともに、記録と実際の丸太材積の差が許容範囲を逸脱して

いるときは罰金を課す46と規定している。 

 

（３）伐採規則（Noteikumi par koku ciršanu mežā） 

伐採規則は、伐採の要件及び手順並びに証明書の発行を規定している。図 4.3.5 の伐採証

明書は、この規則の規定の別記様式 13の様式により発行する。 

この規則は、胸高断面積の測定及び計算方法、主伐対象在来種立木の直径測定方法、林相

別または地域別最大皆伐面積、伐採地の設定条件、択伐手順、非生産立木地の決定方法と伐

採手順、枯死木、風倒木、病害虫木その他の被害木伐採手順、景観伐採の方法及び手順、山

林開発のための伐採手順、伐採に係る自然保護要件、伐採地の準備手続、伐採証明書発行手

続により構成している。 

                                                   
39 立木及び丸太の取引記録に係る法律第４条。 
40 立木及び丸太の取引記録に係る法律第５条。 
41 理解を得やすいように便宜的に「山土場」と表記しているが、この法律では「一時保管場所」と表記しそれを「複数

の伐採地から得られる丸太の積込地または不要な丸太の集積地」と定義している。 
42 理解を得やすいように便宜的に「貯木場」と表記しているが、この法律では「恒久的保管場所」と表記しそれを「一

時的な保管場所ではない経済活動を目的とした丸太保管場所」と定義している。 
43 立木及び丸太の取引記録に係る法律第 9 条。 
44 立木及び丸太の取引記録に係る法律第 11 条。 
45 立木及び丸太の取引記録に係る法律第 13 条。 
46 立木及び丸太の取引記録に係る法律第 12 条。 
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この内、合法性の確認について深く関与しているのは伐採証明書発行手続である。この手

続きには、この他の項目に含まれる規定及び関連する法令の遵守の確認を含んでいる。 

伐採証明書の申請は、森林所有者またはエネルギー供給企業を含む請負業者が行える。伐

採証明書の申請書に記載する内容及び添付書類については、後述の 4.3.2 項の冒頭に記載し

たとおりである。 

伐採規則第 79 項の規定は、伐採証明書を発行する森林局に申請書及び添付書類の記載内

容の検証を義務づけている。この規定により森林局は伐採証明書の発行の諾否を判断する前

に、申請者から提出された情報を確認するために必要に応じて現場確認及び 2012 年１月１

日以降に施行された森林管理に係る法令の違反実績及び森林利用に係る罰金の支払い完了の

確認を行い、全ての林班における 20 年以内の森林資源調査の実施及び森林局データベース

の更新を検証している。森林局によれば、伐採証明書発行前の現場確認は、森林所有合計面

積１万 ha 以上の森林所有者からの申請については全件、それ以外の森林所有者からの申請

については年間申請受理件数の 60％から 70％について行っているそうである。 

森林局は、証明書発行の諾否を一か月以内に決定する47。 

 

（４）森林経営計画規則（Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu） 

森林経営計画規則は、森林経営計画の作成及び検証方法を決定する目的で制定された48。

前述のように森林経営計画は、森林法により森林所有合計面積１万 ha 以上の森林所有者に

作成が義務づけられ、作成した同計画は森林局が審査及び承認する。さらに、森林所有者は

承認を得た計画及び計画に基づく林業活動をウェブサイトで公表する義務を負っている。森

林局が森林経営計画を承認した後も、森林所有者には極小保護地及び特別保護種生息地の経

営状況を自然保護委員会または文化保存局に通知する義務49及び森林資源、環境及び社会的

影響に係る活動を評価するために森林経営計画に設定した評価基準に基づき実行中の計画を

評価する義務50が課されている。 

森林経営計画は、森林資源調査のデータに基づいて森林所有者または国有林管理者51が作

成する52。 

森林経営計画規則が計画作成のために最低限の特定を義務づけている計画の内容53及び計

画に添付を義務づけている書類は次の表のとおりである。 

 所有者は、森林経営計画を 10年単位で設定し54、計画の更新、計画評価結果、環境、社会

及び経済の変化、森林経営に係る法令の改正並びに自然及び文化保護の動向を踏まえて計画

を改正する55。 

 

                                                   
47 伐採規則第 82 項。 
48 森林経営計画規則第 1 項。 
49 森林経営計画規則第 8 項。 
50 森林経営計画規則第 10 項。 
51 国有林管理者は、国が出資した独立機関である国有林センター（Latvijas Calsts Mezi）である。 
52 森林経営計画規則第 5 項。 
53 森林経営計画規則第 3 項。 
54 森林経営計画規則第 13 項。 
55 森林経営計画規則第 11 項。 
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（５）森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則（Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra 

informācijas aprites noteikumi） 

森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則は、農務省の不動産登記情報システム及び森

林局のデータベースに登録する情報の提出方法並びに情報の維持管理及び運営方法を定めた

規定である。ラトビアでは森林の情報を農務省及び森林局が一括管理し、合法性及び情報の

透明性を確保するとともに、各種許認可並びに証明書及び許可書を発行するときは両データ

ベースで管理している情報を活用している。さらにこの規則では、地方自治体が管理する国

土開発計画情報システムその他の農務省以外の機関が管理運営しているデータベースとの情

報交換手順を規定している。 

この規則では、森林局データベースに登録するときの最小土地単位を 0.1ha と定め56、こ

の面積を超える林班の設定を定めている57。 

森林局データベースで管理する森林に係る最も基本的な情報は、農務省不動産登記情報シ

ステムで管理している情報であり、森林局は、森林の所有権の移転があったときには次の林

班別情報をデータベースで再構築する58。 

 

 

                                                   
56 森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則第 11 項。 
57 森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則第 13 項。 
58 森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則第 22 項。 

 

 

表 4.3.18 森林経営計画の内容及び計画承認申請添付書類 
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 現存または更新した森林で使用した種苗の原産地証明書の内容。 

 現存または更新した森林の森林再生材料の産地数。 

 人工林の森林再生材料の産地数、最終伐採年。 

 幼齢木伐採に係る情報。 

 野生動物の生育のためのフェンスを設置した森林設置許可書の発行に係る情報。 

 

さらに森林局は、次の情報が存在する林班についてはそれぞれの情報を追加する。 

 保護地域59。 

 再造林の完了が認められた年。 

 森林の発生区分（自然発生、播種、植林別）。 

 

農務省の登記官はこれらの情報をデータベースに入力した後、森林所有者に森林局データ

ベースの登録申請書、森林局がデータベースに入力した情報の内容及び林班が区分した所有

森林の地図を送付し、基本的な情報の入力完了を通知する。通知を受けた森林所有者は、通

知内容を確認し、森林局データベースへの登録申請を行う。森林所有者による登録申請の実

施期日は、この通知の作成日から起算して６か月以内と定められている60。 

森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則は、森林局長を森林の管理及び利用、法令の

遵守、木材及び木材製品を市場に出荷する業者並びに監視機関の監督責任者に定めている61。

同規則は、次の事項を支援する電子的環境を提供し維持することを規定している62。 

 

 上記二か所の箇条書きに掲げた情報の登録、処理、保存及び更新。 

 地方自治体を含む政府機関間の森林データベース登録データ、森林活動に係る申請書

の記載情報及び実施した森林活動に係る報告書の記載情報の相互リンク。 

 森林所有者のデータベースへのオンライン接続権の確保（データの無料閲覧、森林局へ

のデータ提出及び報告書提出並びに森林局登録データの変更）。 

 

この規則では、この他に森林の所有者が森林局に提供する情報として、次表のものを掲げ

ている。 

  

                                                   
59 国が保護する文化財、森林公園、都市森林、環境及び天然資源保護地域、湖の中の島に存在する森林、湧水地及び特

別に保護された湧水地水源涵養林並びに水路及び氾濫原沿いの斜面その他の森林を構成する生物学的に重要な要素。 
60 森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則第 27 項。 
61 森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則第 38 項。 
62 森林資源及び森林登記情報の管理に係る規則第 39 項。 
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（６）再生林、森林復旧及び人工林規則（Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža 

noteikumi） 

再生林、森林復旧及び人工林規則は、森林法の規定に基づき内閣が制定した規則で再生林、

森林復旧及び人工造林に係る事項並びに森林再生材料を再造林及び森林復旧に使用する手順

を定めている。 

ラトビアでは、この規則により再造林用の樹種が次表のように指定されている。ラトビア

国有林センターによれば、外来商用樹種の植栽を試験的に行ってきたが成績が良くないこと、

在来種を保護する観点から再造林用の樹種については在来種及びそのハイブリッドを指定し

ているとのことであった。さらに規則は、伐採後の植林実施期限をスワンプ林及び湿地では

10 年、その他の林地では５年と定めている63。在来樹種の再造林の達成は、ha当たりの最小

生育本数がマツは 3,000 本以上、オーク、アッシュ、ヤナギ、メープル、ブナ及びシデは 1,500

本以上、その他の樹種は 2,000 本以上である場合に認めると定められており64、定着した生

育本数により再造林の達成を評価する65。 

 

  

                                                   
63 再生林、森林復旧及び人工林規則第 4.1 項・第 4.2 項。 
64 再生林、森林復旧及び人工林規則第 5.4 項。 
65 植林（再造林）は、稚樹の樹高が針葉樹で 0.1m 以上、広葉樹は 0.2m 以上で、かつ、ha 当たりの樹種別本数が認め

られたときに達成したものと評価する（再生林、森林復旧及び人工林規則第 5.3 項及び 15.1 項）。 

表 4.3.19 森林所有者が森林局に提出する情報 
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（７）森林モニタリング実施規則（Meža monitoringa veikšanas kārtība） 

森林モニタリング実施規則は、森林法が５年に一回実施を義務づけている森林モニタリン

グの実施手順を定めた規則である。この規則の内容は、後掲の 4.3.2 木材の合法性確認の１）

木材生産及び木材輸送手続きの概要の（２）森林資源調査、森林経営計画及び経済活動報告

の項で詳述する。 

 

（８）森林保護及び森林の緊急事態宣言に関する規則（Noteikumi par meža aizsardzības 

pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā） 
森林保護及び森林の緊急事態宣言に関する規則は、病虫害からの森林の保護手法、山火事

及び病虫害の蔓延による緊急事態への対応並びに森林の衛生状態評価のための調査の実施を

規定している。 

病虫害を防止するために、表 4.3.21 のように春季及び夏季における伐採木の貯木を規制

し、伐採地に貯木できる直径 15 ㎝を超える針葉樹の丸太材積を１ha あたり 5 ㎥以下に制限

している。 

この規則は、山火事及び病虫害が広範囲に蔓延したときは森林局が実態を調査すること、

森林局は被害が市また郡の一部に被害が生じているときは市議会及び農務省に、被害が国全

体または郡の一部に蔓延したときは農務省及び危機管理委員会に調査結果を報告すること、

森林局からの報告を受けた危機管理委員会、農務省または市議会は、内閣に緊急事態宣言を

要求できることを定めている。 

さらにこの規則は、森林局に森林における病虫害の潜在的リスクを評価し、必要に応じて

森林の衛生状態を評価するための調査の実施を義務づけている。 

 

表 4.3.20 再造林及び森林再生用樹種 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）森林保護規則（Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā） 

 

森林保護規則は、森林管理のため

の一般的な自然保護要件、湿地周辺の

保護区域の制限、生態学的に重要な森

林構成要素の検出と保存のための条

件、動物の繁殖期における経済活動の

制限とともに直径 50 ㎝を超える巣が

ある樹木の伐採の禁止66、湿地の保護

地外周での不必要な排水路設置の禁

止67、エロージョン防止68その他の森 

林生態系の保護及び土壌及び水の保全を規定している。 

森林局は、種及び生態系保護の分野の専門家の評価結果に基づき、表 4.3.15 に掲げる生物

学的に重要で森林管理により保存しなければならない場所を特別保護地域を指定している。森

林局は、指定した特別保護地域の種及び生息動植物について指定後再評価を行い、状況の変化

により専門家の評価結果をもとに指定を解除する場合がある。 

 

２）主な関係機関 

 木材の生産及び流通には、主に次の官庁が関係している。 

 

（１）農務省（Zemkopības ministrija） 

ラトビアの林業行政は農務省が主管し、同省林業部が林業政策及び関連法令の立案及び法

令の実行を担っている。農務省は、森林政策並びに全ての関係者の確実な認識、森林所有者

の知識とスキルの向上及び森林所有者のための持続可能な森林経営実施のための規則制定を

主要業務としている。農務省の林業行政の遂行については、林業諮問委員会が設置され公平

                                                   
66 森林保護規則第 5 項。 
67 森林保護規則第 7 項。 
68 森林保護規則第 8 項。 

 

 

 

表 4.3.21 病虫害防止措置 

表 4.3.22 特別保護地域 
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性及び透明性の確保をはかっている。 

 

（２）国家森林局（Valsts meža dienesta） 

国家森林局は農務大臣直轄の行政機関で、森林部門の持続可能性の確保を目的69とし、ラ

トビアの全ての森林に係る政策の遂行、法令遵守の監督を行う林業行政機関の中枢である。

業務遂行にあたり、森林局は全国の森林を 10 の管区、29の事務所管轄区、360 の森林監視区

に分け、さらに森林管理に係る科学的な研究及びその継続を担保するための機関としての森

林調査研究所を配し、計 650 名の職員が所属している。 

森林局は、次の機能を担っている70。 

 

 森林の管理及び利用、防火、狩猟に係る法令遵守の監督。 

 林業政策の立案と実施。 

 森林消防。 

 木材及び木材製品の取引業者、流通業者及び監視機関による市場ニーズのモニタリン

グ。 

 

そして森林局は、これらの機能の実行を確実にするために権限の範囲内で次の業務を行っ

ている71。 

 

 証明書、免許証、証明書その他の法令が定める文書の発行。 

 森林再生材料の産地証明の実施及び登録の管理。 

 森林再生材料供給者の登録。 

 森林の健全性のモニタリング。 

 森林資源データの信頼性及び森林局に提出された実施済林業活動情報の確認。 

 森林登記簿の管理。 

 狩猟参加人口の把握及び狩猟地域の記録。 

 狩猟免許の試験及び発行。 

 森林火災の検出及び防止並びに森林火災監視業務への森林所有者の取り込み。 

 森林保護基盤の整備並びに森林火災の情報収集及び記録。 

 森林管理及び利用、防火及び狩猟に係る規則の制定。 

 農務省に法令運用の有効性の体系的評価及びその効率性を向上のための提案を提供。 

 森林管理及び利用に係る法案作成への参加。 

 農務省からの要求により、他の機関が作成した法令草案への意見の提供。 

 国及び EU が出資する支援プログラムの実施を監督。 

 森林火災状況並びに森林及び狩猟資源の状況及び利用状況の公表。 

                                                   
69 国家森林局規則第 2 項。 
70 国家森林局規則第 3 項。 
71 国家森林局規則第 4 項。 
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 森林所有者その他関係者に森林の健康状態、森林の管理及び利用、防火要件並びに法

令に係る事項を通知し、助言を実施。 

 

（３）国有林センター（Latvijas valsts meži） 

国有林センターは、1999 年 10 月に内閣令により設立した独立機関で、国有林の管理運営

実務を担当している。同センターは、森林経営により最大限の価値を生み出す森林価値の増

加と持続性の追求を目的とした組織で、木材の販売の他、狩猟及びレクリエーション並びに

森林再生のための種苗生産、国有林面積の 20％を占める極小保護地を含む生態系保護地の管

理及び森林への社会的参加の誘因業務も行っている。 

主要業務である木材販売については、2017 年の丸太販売量は 545 万㎥で、内、針葉樹製材

用丸太は 279 万㎥（51％）、パルプ用丸太 148 万㎥（27％）、燃料用丸太 52 万㎥（10％）、広葉

樹製材用丸太 34 万㎥（６％）、単板用カバ丸太 32 万㎥（６％）であった。 

国有林センターの業務成績は上昇傾向にあり、2017 年の収入は２億 7,580 万ユーロ、同

じく実質利益額は 6,520 万ユーロであった72。 

 

4.3.2 木材の合法性確保 

ラトビアの木材の合法性を証明する代表的な書類は、伐採証明書（伐採許可書）（図 4.3.5）

である。伐採証明書は、ラトビアでは木材の合法性を証明する書類としても運用している。 

ラトビアにおける木材の合法性確保は、ラトビア国産材については、森林所有者が行うデ

ュー・デリジェンス及び伐採証明書の申請があったときに、森林局が伐採証明書発行のため

の審査として行う森林所有者の法令遵守状況の確認を主体にして行われ、輸入材については

輸入業者が実施するデュー・デリジェンスによってなされている。これらにより、ラトビア

国内市場に存在する全ての木材の合法性が保たれ、これらの木材を原料として生産する木材

製品の合法性も必然的に確保されているという方法である。 

ただし、伐採証明書は丸太の合法性を証明する書類であり、木材製品の合法性を直接証明

するものではない。さらに、木材製品の合法性を証明する公的な書類は、ラトビアには存在

していない。このため、伐採証明書を製品の合法性を証明する書類として使用する場合は、

加工工場の製品に使用した原料のデータが製品に確実に反映されるような加工ライン内での

トラッキングシステムが存在していなければならないので注意を要する。 

伐採証明書は伐採許可書と同意の書類であり、森林所有者が森林局に申請して取得する。

森林局は、森林所有者の法令遵守を確認して伐採証明書を発行する。 

伐採証明書の記載内容は、伐採の許可を受けた者に係るデータ、伐採地に係るデータ、伐

採方法に係るデータ及び証明書発行に係るデータの他、森林所有者に 20 年に一回の実施が

義務付けられている森林資源調査の番号がある。伐採証明書には伐採予定材積の記載がない

が、伐採予定材積は伐採証明書の申請書類に記載して森林局の審査対象になっている。 

                                                   
72 Latvijas valsts meži、 ”Facts and Figures 2018”, 2018． 
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伐採証明書申請書には、次の事項の記載が法令で定められている73。 

 

 個人の氏名、居住地の名称、住所及び個人コードまたは法人の名称、所在地及び登録

番号。 

 財産また法的所有物の名称とその地籍。 

 伐採の種類及び方法、林班、林区、伐採予定面積（ha）及び伐採予定材積（㎥）。 

 

伐採申請書の添付書類は、次のとおりである74。 

 

 伐採地位置図。 

 優占樹種の胸高直径測定結果（サンプル調査または全数調査）。 

 スプルース林を伐採する場合は、スプルース林適正決定書。 

 マツ林を伐採する場合は、マツ立木胸高直径測定結果。 

 森林法第 41 条の規定75が定める行政行為への該当の有無。 

 申請者が森林所有者または法人所有者の許可を得たものであるときは、法的効力を有

する委任状。 

 

木材の合法性を確認する書類は伐採証明書の他に、後述する森林所有者が作成する納品

明細書としての丸太材積の一覧表があり、さらに、輸送業者及び加工工場には取り扱った丸

太の伐採に使用された伐採証明書の番号を森林局に報告する義務が課されているため、その

報告書類がある。 

木材生産者及び木材取扱業者の全てが法令を遵守していれば、ラトビアの木材加工工場

には合法性が確認できている木材のみが入荷していることになる。ただし、公的な証明書は

丸太の合法性を証明するもので、ラトビアでは製品の合法性を直接証明する書類は発行され

ていない。このため、現段階で加工工場が生産した木材製品の合法性を法令が定める証明書

を根拠として証明するためには、加工工場に入荷した丸太の合法性の確認とともに、合法性

が確保されている原料とその原料から生産された製品を結びつける加工ライン内でのトラッ

キングの実施及びこのトラッキングにより得られた情報の製品荷口への正確な反映を確認す

る必要がある。 

 

  

                                                   
73 伐採規則第 76 項。 
74 伐採規則第 77 項。 
75 森林法第 41 条第 1 項の規定は、「建設、鉱物資源採取、農地開発、特別保護生息域の復旧、国有地の保護及び立入り

禁止の実施または国の危機回避のための陸軍設備及び陸軍の確保地設置のために必要であるときは、その地域は接

収され、権限付与者からこれらの活動に係る法的資格の付与がなされた個人及び森林開発の伐採により悪影響を受

ける個人には国が損害賠償を行う」と国が行う土地収用にともなう国家賠償を定めている。 



124 
 

 

 

 

  

図 4.3.5 伐採証明書 
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図 4.3.5 伐採証明書（仮訳）（つづき） 
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 ラトビアでは、ラトビア国産材丸太の合法性確保を農務省森林局（以下、「森林局」という。）

の管理及び監査を中心にして行っている。森林局のデータベースには、所有者別地籍別の森

林資源調査結果並びに経済活動報告及び森林経営計画の内容が収録され、伐採証明書発行審

査には、これらのデータを使用する。森林所有者は森林を登記したとき及びその後 20 年ごと

に森林資源調査を行い、その結果を森林局に提出する義務が課せられている76。さらに、森林

所有者は、森林施業を経済活動報告書にとりまとめ、毎年森林局に提出しなければならない

77。そして森林所有面積が１万 haを超える森林所有者は、森林を取得してから１年以内に森

林経営計画を森林局に提出し、同局の承認を受け78、10 年に一回、同計画を更新しなければ

ならない79。さらに、森林局は５年に一回、森林モニタリング調査（サンプル方式）を行って、

生態系及び気象状態を含めた森林の状況を把握している80。森林モニタリング調査は、森林

法の規定によりラトビア国家林業研究所が実施機関として81、国費及び EU からの出資金で

構成する補助金により実施している82。 

なお、立木及び丸太の貯木の義務に係る法律では、立木材積測定の許容誤差を 10％未満と

すること83、さらに丸太の材積はラトビア国家規格に定めた方法で計測すること84、そして、

立木材積と丸太材積に生じた差を解消するときは、生産した丸太材積により材積を決定する

こと85を定めている。 

  

                                                   
76 森林法第 29 条第 1 項。 
77 森林法第 29 条第 2 項。 
78 森林経営計画規則第 12 項。 
79 森林経営計画規則第 13 項。 
80 森林モニタリング実施規則第 5.1 項。 
81 森林法第 29 の 1 条第 1 項。 
82 森林法第 29 の 1 条第 3 項。 
83 立木及び丸太の貯木の義務に係る法律第 4 条。 
84 立木及び丸太の貯木の義務に係る法律第 5 条。 
85 立木及び丸太の貯木の義務に係る法律第 8 条。 



127 
 

１）木材生産及び木材輸送手続きの概要 

（１）林地の登記 

 森林法は、森林を「主に樹木により構成され、現在または将来の樹高が少なくとも５ｍそ

して樹冠率が 20％以上に達しているまたは達する可能性がある生態系をいう」と定義してい

る。さらに森林法は、国が森林を所有する者及び森林法、その他の森林の管理及び利用を規

制する法律が権利義務を定める者を承認すると定めている86。 

 このため森林の所有者は、林業経営を行うために農務省から森林の所有者としての承認を

得なくてはならない。この手続きは、土地所有者が農務省に所有している土地を森林として

登記する申請を行い、この申請を農務省が審査し承認して同省の不動産登記情報システムに

登記して完了する。 

 

（２）森林資源調査、森林経営計画及び経済活動報告 

 所有している土地が農務省の不動産登記情報システムに登記され、正式な森林所有者とな

った者が初めに行わなくてはならない業務は、森林資源調査である。森林資源調査は、初回

については森林を保有したとき、その後は 20年に一回、国が認証しているアセスメント機関

の専門家によって実施し、森林所有者はその結果を森林局に提出しなければならない87。 

 

 

                                                   
86 森林法第 4 条第 1 項。 
87 森林法第 29 条。 

 

表 4.3.23 森林資源調査及び森林経営計画の内容 
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 図 4.3.6 木材生産及び木材流通に係る行政手続の概要 
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さらに森林所有合計面積が１万 ha を超える森林所有者は、森林法の規定88により森林資源

調査結果に基づいた森林経営計画を策定し、森林経営計画規則の規定により森林を保有して

から一年以内に森林局の承認を受ける義務が課されている。森林経営計画は、その後 10年に

一回の頻度で更新する。 

森林局は、森林登記及び森林資源調査並びに森林経営計画のデータを同局のデータベース

に入力して管理し、以後、各種の許認可、手続きその他の森林管理に活用する。 

 森林資源調査及び森林所有面積合計１万 ha を超える森林所有者に義務づけられている森

林経営計画策定以外に、法令が森林所有者に定期的に実施を義務づけている行為は、経済活

動報告である。経済活動報告の内容は年間林業活動実績であり、森林所有者は森林局に毎年

２月１日までに前年の林業活動実績を報告しなければならない89。 

 森林局は、森林経営者が実施し森林局に報告する森林資源調査結果から得られるデータの

管理の他に、森林経営、組織及び環境保護の作業計画のための信頼性が高い情報の獲得90を

目的の一つとした森林モニタリング調査を５年に一回行っている。森林モニタリング調査は

国家予算により行うサンプル調査で、森林局が民有林を含む森林にモニタリングプロットを

設定し、プロットを設定した森林所有者にプロットの位置及び設置場所で行われる森林の観

察内容及び森林経営の制限を通知する。森林モニタリング調査は、二段階に分けて実施する。

第一段階は樹木の成長の変化の把握を目的として樹冠生育状況、土壌分析などを行い、マー

キングされた観察樹木の伐採が禁止される91。第二段階は第一段階の調査に加えて樹木生長

量、植生観測、気象観測などを行い、モニタリングプロットでの主伐を含む施業が禁じられ

る92。 

 森林モニタリング調査の結果は、国の森林資源管理だけでなく森林資源調査、森林経営計

画及び経済活動報告に記載されたデータの正当性を裏付けるデータとしても活用されている。 

なお、森林局は森林資源調査及び森林経営計画を承認し、これらのデータをデータベース

に入力する前に、森林所有合計面積が１万 ha を超える森林所有者が提出した森林資源調査

または森林資源調査の対象地については全てを、森林所有合計面積が１万 ha 以下の森林所

有者が提出した森林資源調査の対象地については調査実施件数の 60％から 70％を対象に、

国が出資して設立した独立機関である国有林センターに業務を委託して専門家による現場確

認を行っている。 

 

（３）森林データの公表 

ラトビアでは、森林に関するデータをウェブサイトで公表し、森林施業及び丸太生産の透

明性と合法性の確保に努めている。 

森林資源調査、森林経営計画及び経済活動報告の内容並びに各種林業活動によってもたら

                                                   
88 森林法第 32 条 
89 森林法第 29 条第 2 項の規定により義務化。 
90 森林モニタリング実施規則第 2 項。 
91 森林モニタリング実施規則第 3 項及び第 7.1 項。 
92 森林モニタリング実施規則第 4 項及び第 7.2 項。 
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された森林資源の変化後のデータは、ウェブサイトで公表される。 

森林経営規則第 15 項の規定は、森林所有面積が１万 ha を超える森林所有者に作成が義務

づけられている森林経営計画については計画策定後１か月以内に、さらに同計画の実行状況

については逐次ウェブサイトで公表するよう定めている。森林経営計画は森林資源調査の結

果をもとに作成するので、当然ながら森林資源調査の内容及びその変化もウェブサイトで公

表することとなる。森林所有者がウェブサイトを運営していないときは、農務省が同省のウ

ェブサイトにおいて公表する。 

森林所有面積が１万 ha 以下の森林所有者の森林に係るデータについては、森林資源調査

の結果と調査後の林業活動の結果を反映したものが農務省のウェブサイトにおいて公表され

れる。 

森林に係るデータは、次の図のようにウェブサイトによって地図データとともに林区別林

班別に公表されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）伐採 

ラトビアでは、伐採は原則として許可制である。伐採を希望する森林所有者は、国内市場

に初めて木材を出荷する者として、伐採、生態系及び森林認証の専門家を交えた EUTR が定め

るデュー・デリジェンスを行い、森林局に伐採証明書を申請する前に伐採計画を立案する。

そして、前述のように申請書に必要書類を添えて森林局に伐採証明書（伐採許可書）を申請

し93、森林局から伐採証明書を受領してから伐採を行う。 

                                                   
93 農務省林業部による解説。 

 
 

 
図 4.3.7 森林局データベースによる林班別森林データの表示例 
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伐採証明書の申請を受けた森林局は、書類の内容を森林局データベースで管理しているデ

ータと照合するとともにリスク分析を行い、保護林や天然林と接している林班など森林検査

官が現場確認を要すると判断する申請案件については現地確認を行い、伐採が森林法、伐採

規則その他の法令が定める要件の充足が確認できれば、伐採証明書を電子ファイルで申請者

に送付する。 

なお、森林法は、森林資源調査が行われていない林地の伐採を禁じている94。さらに同法

は、森林所有者が毎年森林局に報告する経済活動報告書の報告を怠った森林所有者には、伐

採証明書を発行しないと規定している95。 

伐採地の確定は、林班には境界確

定のために設置している金属製の

杭を金属探知機で探し出して基準

点を定め、GPS を補助的に使用して

行う。再生林規則の規定により、伐

採地境界の立木には地域別に定め

られた色のテープを巻くか塗料に

よって環印を施して96、境界線を明

確にする他、伐採地に続く作業道の

位置を明確にするために作業道の

入口には、立木に印をつけている

（写真 4.3.1、写真 4.3.2）。 

 なお、不動産登記情報システムに

林地として登記されていない土地

で、農業放棄地その他の自然発生的

に生成した樹林及び播種または植林

により成立した 20 年生以下の森林に

ついては、森林法第 24条の規定及び

再生林、植林及び人工林規則97第 27

項の規定が定める人工林の基準を満

たしている土地の土地所有者が森林

局に人工林としての登録を申請でき

る。この登録によって森林局は、土

地所有者に前述の森林所有者と同様

の義務を課す一方で、生産した丸太 

の合法性を担保する森林所有者と同じサービスを提供する。森林以外の土地において、この

                                                   
94 森林法第 12 条第 4 項。 
95 森林法第 12 条第 3 項。 
96 伐採規則第 68 項。 
97 Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi 

 

 
 

 

写真 4.3.1 伐採地の境界を示す環印 

 

写真 4.3.2 作業道の入口を示す印 
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手続きを経ない伐採については、森林外の伐採規則98の規定に基づき市町村が発行する森林

外伐採許可書を取得して実施するが、この規則には生産した丸太の合法性を担保する規定が

含まれていない。 

 さらに、森林法は次に掲げる伐採について伐採証明書は不要であるが、森林所有者は森林

局の承認を得なければならないと定めている99。 

 胸高直径が 12㎝以下の立木の伐採。 

 20 年生よりも若い立木を対象に行う保育間伐。 

 胸高断面積が法令で規定する最小胸高断面積を上回る林地における枯死木または風倒木

の伐採。 

 境界線の設定及び保守。 

 基盤整備作業時に緊急事態によりまたは安全確保のために必要になった伐採。 

 

なお、丸太の材積測定はラトビア国家規格の丸太の計測方法により決定し、内閣により同

規格の強制的な使用が決定されている100。実際に行われている丸太材積の計測は、伐倒した

樹木の枝払い・玉切をするときにハーベスタで同規格に基づき自動計測する方法が一般的で

ある。 

 

（５）再造林 

ラトビアでは再造林は、森林所有者の義務である。再生林規則により、伐採後の植林実施

期限は、スワンプ林及び湿地では 10 年、その他の林地では５年と定めている101。在来樹種の

再造林の達成の評価における在来樹種の ha 当たりの最小生育本数は、マツが 3,000 本以上、

オーク、アッシュ、ヤナギ、メープル、ブナ及びシデは 1,500 本以上、その他の樹種は 2,000

本以上と定められており102、定着した生育本数により再造林の達成を評価する103。 

 

国有林では伐採後、地拵えをし、スプルースであ

れば ha 当たり 2,100 本を植栽し、植栽後５年また

は６年を経過してから自然に生えてきた雑木を処

理（保育伐）して林相を整えている。国有林では、

再造林後の生育本数には上限がないため、スプルー

ス林の再造林では、かつては ha 当たり 3,500 本か

ら 5,000 本を植えていたが、活着が高い率で安定し

ているので、現在では ha 当たり 2,100 本の植栽を

                                                   
98 Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

99 森林法第 12 条第 1 項及び第３項。 
100 立木及び丸太取引の記録に係る法律第 5 条。 
101 再生林、森林復旧及び人工林規則第 4.1 項・第 4.2 項。 

102 再生林、森林復旧及び人工林規則第 5.4 項。 
103 植林（再造林）は、稚樹の樹高が針葉樹で 0.1m 以上、広葉樹は 0.2m 以上で、かつ、ha 当たりの樹種別本数が認め

られたときに達成したものと評価する（再生林、森林復旧及び人工林規則第 5.3 項及び 15.1 項）。 

 

表 4.3.24 造林方法別再造林面積 
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標準としている。 

森林局は、再造林を実施した後、再造林地の監査を行う。 

ラトビアにおける合法性確認は、伐採後の再造林を含むプロセスが対象になっている。 

 

（６）丸太の輸送 

 森林所有者には、丸太の販売先のための樹種、産地、用途を区分して丸太材積を記載する

一覧表の作成義務が課されている104。森林所有者が販売先に提供する丸太材積の一覧表は、

「納品明細書」であり、この一覧表には伐採承認番号が記されるので合法性及び産地の証明

ができる。さらに森林所有者は、生産した丸太の量に係る情報を経済活動報告書に添付して

森林局に報告する義務を負っている105。 

 さらに、伐採地で生産した丸太は山土場に集材し、トラックに積込み加工工場などの貯木

場に輸送する。立木及び丸太取引の記録に係る法律は山土場での貯木方法について、業務の

過程が追跡できるように立木と丸太の産地及びその額が決定できる方法で行わなければなら

ないと規定している106。 

 丸太の輸送業者は、歳入庁に、輸送した丸太の発送者及び受領者並びに輸送丸太材積及び

輸送した丸太の伐採に使用された伐採証明書の番号を報告しなければならない。さらに加工

工場は、国家歳入庁に加工丸太取扱登録者として登録し、取り扱った丸太の伐採に使用され

た伐採証明書の番号を報告する義務を負っている107。これらの書類は、森林所有者が販売先

用に作成した丸太の一覧表のデータを基に作成され、歳入庁と森林局は双方のデータベース

の数値の整合性を確認して、森林局は森林管理、歳入庁は適正な納税管理を行っている。 

 森林所有者から加工工場までの丸太の輸送の監督については、森林局及び歳入庁とともに

警察が担当している。 

 

２）森林の利用及び管理に係る違法行為 

農務省林業部によるとラトビアにおけ

る違法伐採は、森林所有者の法令理解の不

足、再造林の要件に係る違反、納税に係るト

ラブルなどから生じており、「盗伐」を目的

とした伐採が摘発されたとの報告はないそ

うである。 

森林局から提供を受けた資料によると、

森林関連法令の違反件数は、2016 年は 853

件であり、前年比 19％減、2014 年比 36％ 

                                                   
104 立木及び丸太取引の記録に係る法律第 11 条第 2 項。 
105 立木及び丸太取引の記録に係る法律第 11 条第 3 項。 
106 立木及び丸太取引の記録に係る法律第 8 条第 1 項。 
107 森林局提供資料。 

 

表 4.3.25 森林関連法令違反件数及び違法伐採

量 
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減と減少を続けている。違反別摘発件数で最も多かったのは行政手続違反で、摘発件数のほ

ぼ半数、次いで狩猟規則違反が同じく約２割を占めている。 

表に掲げた違法行為により違法伐採材とみなされた丸太の材積は、2016 年は 8,870 ㎥であ

った。2016 年の違法伐採量は 2014 年の 2 万 613 ㎥から 57％、2015 年の 1 万 2,971 ㎥から

32％減少している。 

 

４.３.３ 森林認証 

１）森林管理認証 

林産物生産量に占める輸出量の割

合が大きいラトビアでは、森林認証を

積極的に導入してきた。 

ラトビアにおけるスキーム別森林

認証面積は、FSC が 104 万 7,622ha

（2018 年 11 月現在）、PEFC が 169 万

8,405ha（2018 年９月現在）で、森林面

積 304 万 ha に占める割合は、FSC が

34％、PEFC は 56％である（表 4.3.26）。 

ラトビアの森林所有者及び林産物

製造業者は、顧客の需要に対応できる

ように FSC と PEFC の両方のスキー

ムの認証を取得している場合がある。 

FSC と PEFC は、2017 年中頃にラトビアで FSC と PEFC 両方の認証を得ている森林面積

は、84 万 5,308ha と発表している108。その後、この数値についての新たな発表はなされてい

ないが、仮に現在も 84 万 5,308haの森林が両スキームにより認証されていると仮定すると、

ラトビアの認証林面積は 190 万 719ha であり、森林面積の約６割を占めていることになる。 

ラトビアの森林認証の特徴は、国有林が森林認証を先駆的に取得していることである。2016

年末の米国農務省の報告書によると、国有林は全て FSC の認証を取得しており、さらに 2011

年から PEFC 認証の取得も開始し、八つの国有林管区が PEFC の認証を取得していると記し

ている109。 

国有林センターによると、国有林では現在も全域で森林認証を取得しているが、欧州の森

林の認証を主眼においた PEFC の方が運営しやすいので、徐々に認証スキームを FSC から

PEFC に移行しているという。認証面積が広い国有林が認証スキームを FSC から PEFC に移

行し始めたためラトビアの FSC 森林認証面積が減少している。 

森林管理認証のグループ認証は、FSC が９件（38 事業体）、PEFC は２件（４事業体）あり、

                                                   
108 “前掲書” 
109 U.S.D.A Foreign Agricultural Service, “Wood Sector in Latvia”, Gain Report, Dec. 12, 2016, p11..  

 

 

 

表 4.3.26 森林認証の概要 
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同一企業が地域が異なっている山林をグループ認証の機能を使って認証を取得している他、

FSC では複数の独立した事業体がグループを形成して森林管理認証を取得している。森林認

証面積が広い国有林については、FSC 認証、PEFC 認証ともに管区単位で独立して認証を取

得し、グループ認証は行っていない。 

なお、ラトビアの FSC の森林管理認証取得者の中には、管理木材（コントロールウッド）を

生産し出荷している者は存在していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）CoC 認証 

ラトビアの CoC 認証取得事業者数は、FSC が 537 件、PEFC は 93 件と圧倒的に FSC の

CoC 認証取得事業者数が多く増加を続けている。ラトビアでは森林面積の半分を占める国有

林が率先して FSC 認証の経営認証をしたことから、FSC 認証材の流通が早い時期に定着し、

CoC の認証取得が拡大したといわれている。一方で PEFC の CoC 認証取得事業者数も増加し

ており、国有林の PEFC 認証面積の拡大が予定されていることから、今後、PEFC の CoC 認

証取得事業者数の増加が見込まれる。 

CoC のグループ認証件数は、FSC が 88 件、PEFC は７件である。認証取得事業者数に占め

るグループ認証参加事業者数の割合は、FSC が 58％（312 件）、PEFC は 23％（21 件）と FSC

 

図 4.3.8 FSC 認証林面積の推移 
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での割合が高い。 

なお、ラトビアの CoC 認証取得事業者の内、リスクアセスメントを行う管理木材（コント

ロールウッド）を取り扱っている事業者数は 385 件と CoC 認証取得事業体数の 72％に達して

いる。ラトビア国内の森林管理認証取得事業体は管理木材を生産していないことから、これ

らの CoC 認証取得事業体は、輸入した管理木材または一部森林以外の土地から生産された木

材を取り扱っているとみられる。 

 現在、対日輸出用木材製品の合法性証明は、森林認証の CoC に係る書類によって行われて

いる状態にある。ラトビアの林産業者は、日本の輸入企業が PEFC または FSC の CoC 認証

取得企業である場合は、それぞれのスキームの規定に基づき、認証材としてトレーサビリテ

ィが可能な書類を発行している。さらに、ラトビアの林産企業は、日本の輸入企業が CoC 認

証を取得していないものの合法性確認のために認証材である証明を欲している場合は、顧客

からの要望に応えるために認証材を証する書類を日本の輸入業者に送付している。 

 

４.３.4 その他の事項 

１）デュー・デリジェンス・システムの設定と運用 

現地調査による聞き取りでは、ラトビアの木材取扱い業者は個別にデュー・デリジェンス・

システムを備え、対応しているとのことであるが、本調査ではその内容及び具体的な作業に

ついては明らかにできていない。 

 

２）第三者の権利 

（１）森林利用 

ラトビアでは、森林法が定める特定の地域を除き、同法が定める森林に立ち入る国民の義

務を遵守すれば、全ての国民が森林を利用できる。この内容については。4.3.3 項（１）の森

林法の概要説明の部分に記載しているので参照されたい。 

（２）先住民問題 

FSC ラトビアによると、ラトビアにおいては先住民に係る問題は存在しない。 

 

３）ワシントン条約の保護対象樹種 

ラトビアには、ワシントン条約110が保護対象としている樹種は存在しない。 

                                                   
110 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora（絶滅のおそれのある野生動植物の種の

国際取引に関する条約） 
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４）労働安全 

労働の安全については労働者保護法、雇用については労働法を主要法令として確保されて

いる。 

 

５）税制 

ラトビアには、次の国税が設定されている。木材の取引に課される主な税金は付加価値税

と所得税である。なお、次の箇条書きの内の天然資源税は、木材を課税対象としていない。 

 

 個人所得税 

 法人所得税 

 固定資産税 

 付加価値税 

 物品税 

 関税 

 天然資源税 

 宝くじ・ギャンブル税 

 電気税 

 自動車税 

 法人自動車税 

 連帯税 
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